
(経路)所属事業所社会保険担当→愛三工業健康保険組合

 必要書類確認 ﾁｪｯｸ欄

氏名  工場管理室

      配偶者（妻）の扶養についての現況書・念書  本社 人事

 ＊扶養家族の申請には、認定対象者の住民票と収入を確認できる証明書が必要です。    必要書類

１．申請理由　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
　住　民　票

　　　 上記理由で申請します。尚、扶養家族の資格に該当しなくなった時は、速やかに取消しをします。 　所得証明書

　　 　また、扶養家族の資格調査についても速やかに対応します。

２．奥様が２年以内に勤務されていた場合は回答してください。(パート、アルバイト含む）

    会社名    ℡：     会社名  　　　　　　℡：

    勤務期間    年   月   日 ～   年   月   日（   年間）     勤務期間    年   月   日 ～   年   月   日（   年間）

    退職理由　  結婚 ・出産(予定日　 　) 定年 ・その他     退職理由  　結婚 ・出産(予定日　 　) 定年 ・その他

    加入保険  組合健保 ・ 協会けんぽ ・ 国保 ・ 共済     加入保険  組合健保 ・ 協会けんぽ ・ 国保 ・ 共済

    雇用保険  加入 　・　未加入     雇用保険  加入 　・　未加入

３．奥様が現在加入の保険制度

  （イ.国保　・ロ健保 　・ハ共済　・ニ協会）　に（本人･家族）として平成 　 年 　 月  　日より加入。  保険証写

    二.任意継続保険に平成　　　年　　　月　　　日より加入し、平成　　　年　　　月　　　日に喪失した。任意継続

    ホ.未加入（平成  　 年   　月   　日以降） 資格喪失証明書

４．奥様の現況

   イ．雇用保険の失業給付について

①退職後、直ぐに失業給付を受給する人

・手当日額3,611円以下の方は扶養家族になることができます。（他に収入が無ければ） 受給資格者証写

・手当日額3,612円以上の方は支給終了後に申請してください。

②退職後、延長申請をする人

・退職後直ぐに扶養家族になれます。

     　　・雇用保険は（理由              の為 ）延長申請を(    月    日ころ）します。

 　手当を受給される時、手当日額が3,612円以上の場合は扶養取消手続きが必要

     ・失業給付は（               の為）受給資格が無いので、証明するものを提出します。 給与明細書写等

     ・失業給付は受給終了しましたので、受給資格者証の写しを提出します。。  雇用保険受給

       （雇用保険受給資格者証に支給終了と記載されていること）  資格者証写

     ・失業給付は（受給終了した・受給資格が無い）のでパートタイマーで働きます。

       平成    年    月    日就職したので、給与明細写しは     月     日頃提出します。

     ・失業給付は受けないで、すぐパートタイマーで働きます。下記項目もご記入ください。

       勤務先 ℡  給与明細書写

       雇用保険 加入・未加入

       賃金            円／時間 、稼動時間       ／日 、稼動日数         ／月  雇用通知書写

       １ヵ月          円、     １年間推定            円（通勤手当等含みの総支給額）  給与明細書写

      （扶養限度額は108,100円／月、130万円未満／年 ＊収入は通勤手当等を含んだ総支給額

   ロ．退職後の給付(出産手当金・傷病手当金の受給資格のある方は認定されません。終了後に申請のこと）

　   ・出産予定日は  平成    年    月    日です。 単児・双児以上

  　　    健康保険・共済保険を喪失以前、加入期間が１年以上あり、退職後の給付を受給中又は受給資格のある方は

    　  　受給期間中は健康保険の扶養認定されません。

   ハ．何も職業に就いていなかった。現在も専業主婦ですから、収入無しの所得証明書を提出します。  所得証明書

   ニ．自宅で塾(                                ） をしています。  確定申告写

   ホ．自営業で青色申告の専従(職種                  ) でしたが、  年   月   日廃業し、  廃業届写

       現在は無職です。（税務署に届出済み廃業届けのコピーを提出します。）

   へ．医療障害補助・障害年金（               円/年）を受けています。  障害年金

　　　　障害年金の振込通知書写し、障害者手帳の写しを提出します。  振込通知写

  追加書類をお願いする場合もありますので、ご了承ください。 (メモ欄)

  問合せ先 ０５６２－４８－１５７９  内線６８２０ 加藤


